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第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向

１ 秋田県は、首都東京のほぼ真北約450kmの日本海沿岸にあって、県土面積は116万ha

で、その約13％にあたるおよそ15万haが耕地として利用されており、耕地面積は全国

第６位となっている。特に雄物川、米代川、子吉川などの主要河川の流域の盆地や海

岸平野には広大で肥沃な耕地が広がっており、土地利用型農業には恵まれた条件とな

っている。

農業用水は、その大部分を河川やため池に依存しているが、取水施設や用水路等の

農業水利施設の整備が進んでおり、安定的な供給が確保されている。

本県の気候は、日本海岸気候であり、冬期の積雪寒冷気象は農業振興を図る上で大

きな制約条件となっているが、夏期は梅雨が短く、比較的冷涼な気候であることから、

野菜・花きの高品質生産を図るうえで好適な条件となっている。

また、水稲の生育期間中は、気温が十分確保されており、気温の日較差が大きいこ

とや日照率（可照時間に対する日照時間の割合）が40％程度と太平洋側（35％程度）

に比べて高いこと、さらに、夏期の北東気流（やませ）の影響を受けることが少なく、

高品質安定生産に有利である。

２ 本県農業の基幹品目である米は、優れた食味や品質、安定供給により、消費者から

高い評価を得ており、全国有数の産地としての地位を確立している。コロナ禍の収束

等により、インバウンド需要や家計購入量が増加し、需要は下げ止まっているものの、

足元では需給の逼迫が米価の高騰や安価な輸入米の増加等を招いており、こうした事

態が沈静化しない中、水稲を主体とした農業経営は将来を見通しがたい状況となって

いる。

一方、本県農業の持続的発展を図るため、園芸や畜産等の大規模生産拠点の展開や、

日本一を目指した園芸品目の生産拡大など、複合型生産構造への転換に向けた取組を

進めており、米以外の作目の農業産出額が増加傾向にあるほか、「ねぎ」や「しいた

け」などの農産物のブランド化が図られ、全国的に高い評価を得るなど、その成果が

現れてきている。

また、農業を取り巻く環境は大きく変化しており、人口減少や農業従事者の高齢化

を背景とした労働力・後継者不足の顕在化、ロボットやＩＣＴ等によるスマート技術

の進展、消費者ニーズの多様化などへの対応が必要となっている。

３ 本県の高速交通体系は、秋田空港、大館能代空港、秋田新幹線に加え、日本海沿岸

東北自動車道、東北中央自動車道の整備が着実に進み、令和６年度末の高規格幹線道

路の供用率は、全国平均の89％に対し同程度の92％となっている。

海上交通については、秋田港のコンテナ貨物が、平成28年に年間５万ＴＥＵを超え

るなど、環日本海貿易を支える拠点港として重要性が増していることから、国際コン

テナターミナルの整備など同港の機能強化を図ることとしている。

こうした交通ネットワークの整備により、首都圏をはじめ国内外にわたる効率的な

物流ルートが構築され、農産物への多様なニーズに対し、機動的に対応できる流通・

販売体制の確立が期待される。

４ このような条件の下で、本県農業は、これまで高い技術と豊かな資源、勤勉な県民

性に支えられ、米を中心とする農産物の安定供給を通じて本県経済の振興と農家生活

の向上に大きく寄与してきたところである。
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しかし、世界の食料事情を見ると、人口の増加や途上国の経済発展、バイオ燃料の

拡大などにより需要が増大する一方、地球規模の気候変動や砂漠化の進行等の影響で

供給が不安定となっており、食料需給をめぐる問題がグローバルリスクとして顕在化

している。

この状況を踏まえ、令和７年４月に閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本

計画」では、水田政策の見直しや輸出促進等の「産業政策」で農業の収益力を強化す

るとともに、食料安全保障の確保と環境負荷低減を推進するほか、関係人口の拡大等

の「地域政策」を車の両輪で進めることにより農村社会を維持することとしている。

こうした中で、本県の強みである食料供給基地としての機能を一層強化するため、

複合型生産構造への転換を加速するとともに、生産性向上や省力化等の実現に向け、

基盤となるほ場整備を推進しつつ、ロボットやＩＣＴ等を活用したスマート技術を普

及するほか、輸出や家庭消費向けを含めた販路の多元化を進める必要がある。

また、消費者の食品に対する安全・健康志向等に応えることや、環境と調和した持

続性の高い農業の展開、食品産業との連携強化等が求められている。

さらには、過疎化・高齢化が進む中で、持続可能な農業構造の実現に向け、後継者

の確保・育成や農地の集積・集約化等を進め、円滑な農業経営の継承等を図る必要が

ある。

５ このような問題に対処し、本県農業を今後とも県の基幹的産業として位置付け、振

興していくためには、農業が魅力とやりがいのある職業となるよう、農業経営の目指

すべき目標を明らかにし、その実現に向けた施策を集中的かつ積極的に実施していく

ことが重要である。

このため、県は、経営規模の拡大や経営の複合化を促進するとともに、スマート技

術の活用や、市場競争力の高い産地の形成等を図ることによって、効率的かつ安定的

な農業経営を展開する農業経営体を育成する。

また、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するこ

とが重要であることから、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかに

し、目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の

利用集積と経営の合理化を図るとともに、増加傾向にある遊休農地及び今後遊休農地

となるおそれがある農地の実態把握と発生防止・解消、その他農業経営基盤の強化を

促進するための措置を総合的に講ずることにより、本県農業の健全な発展を図るもの

とする。

具体的には、

(1) 効率的かつ安定的な農業経営の育成

地域において現に成立している優良な農業経営の事例を踏まえつつ、農業経営に

おいて他産業従事者と均衡する年間総労働時間（主たる従事者１人当たり2,000時

間以内）の水準を達成しつつ、地域の他産業従事者１人当たりの所得と均衡する年

間農業所得480万円程度を確保することができるような効率的かつ安定的な農業経

営を育成するとともに、これらの農業経営が地域における農業生産の相当部分を担

うような農業構造の確立を目標とする。

この目標を達成するため、「あきた農林水産ビジョン」の下、地域における話し

合いを基本として、次により取り組むものとする。

ア 土地利用型農業については、地域の実情に応じて「農地中間管理事業」、「農

業経営基盤強化促進事業」等の積極的な活用により、利用権の設定等の促進及

び農作業受託の積極的な促進を図り規模拡大を推進する。
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イ 集約型農業については、収益性の高い戦略作目の新規栽培者の確保やスマー

ト技術の導入、労働力の確保、団地化の推進など、各地域の実情に相応した戦

略作目の定着と規模拡大を図り、これを基幹とした産地の形成を推進する。

ウ ほ場条件が不利な中山間地域においては、消費者ニーズの多様化に対応した

地域特産物等の高付加価値型農業を推進する。

エ 生産性の向上や農作業の省力化・軽労化の実現に向け、ほ場整備の実施によ

る大区画化及び団地化や、農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約化を

進めるとともに、スマート技術の普及・拡大を図る。

オ 地域農業経営基盤強化促進計画（以下、「地域計画」という。）の継続的な見

直しにより、地域農業の中心的な担い手である集落営農の統合・再編を推進し、

より競争力の高い経営体の確保と次代への円滑な経営継承を図る。

カ 新たな雇用を創出できる企業的な農業経営の実践に向け、経営規模や内容等

に応じた経営管理能力の向上を図る。

キ 農地、機械・施設労働力等の地域内の農業生産資源を効率的に活用し、中小

規模の個別経営体でも安心して農作業に従事できるよう、地域農業を維持・発

展できる営農体系づくりを推進する。

ク 農業就業人口の約半数を占める女性農業者は農業生産の重要な担い手である

ことから、農業経営改善計画の共同申請の推進や女性農業者の集落営農組織へ

の参画、家族経営協定等を通じ、女性の農業経営へのより一層の参画を促進す

る。

(2) 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成

ア 新規就農の現状と新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた目標

本県の新規就農の状況については、令和６年の新規就農者は270人であり、平

成25年以降12年連続で200人を超えている。

こうした中、「あきた農林水産ビジョン」に基づき、本県農業の持続的発展

に向け新規就農者を年間330人を確保することを目標とする。

イ 新たに農業経営を営もうとする青年等の農業所得に関する数値目標

新たに農業経営を営もうとする青年等にとって、農業を職業として選択しう

るに足る魅力とやりがいのあるものとすることが必要であり、実現可能な所得

水準は、就農時の年齢や家族構成、親等の経営基盤の有無、経営作目等により

大きく異なるため、実態に即した目標設定が必要である。

このため、青年等が農業経営開始から５年後には農業で生計が成り立つ年間

所得（(1)で示す効率的かつ安定的な農業経営の目標の５割以上の農業所得、す

なわち主たる従事者１人あたりの年間農業所得240万円以上）を目標とする。

また、経営基盤を持たない新規参入者等が、生産サイクルが長く収入を得る

まで長い時間を要する果樹等に取り組む場合は、(1)で示す効率的かつ安定的な

農業経営の目標の３割以上とするなど、状況を勘案し目標設定できるものとす

る。

ウ 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた県の取組

県内外での就農情報の収集及び発信、就農相談会を行うとともに、農業法人

等でのインターンシップ研修等により、移住就農者をはじめとした多様なルー

トから新規就農者を確保するほか、栽培技術や農業経営に関する知識の習得に

向けた研修内容の充実を図り、効率的かつ計画的な研修が可能な体制を整備す

る。
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(3) 地域の実情に即した多様な担い手の位置づけ

効率的かつ安定的な農業経営の育成を基本としつつ、地域農業の維持・発展の

ため、県内各地域の実態に即し、多様な担い手を次のように位置づけ、その育成

を図る。

・効率的かつ安定的な農業経営の育成母体となる生産組織

地域及び営農の実態等に応じて農作業受託組織を中心に多様な生産組織を育

成するとともに、経営の効率化を図り、経営体として体制の整ったものについ

ては法人化への誘導を図る。

特に集落を単位とした生産組織（集落営農）については、農地管理の面にお

いて重要な役割を担っている現状を踏まえつつ、組織全体による法人化、組織

内のオペレータ等の専従的農業者による法人化を加速することにより、効率的

かつ安定的な農業経営の育成を図る。

併せて、経営基盤の強化や次代への円滑な経営継承を図るため、市町村や農

業協同組合等の関係機関と連携し、地域や組織のニーズに合わせた集落営農の

構造再編を推進する。

第２ 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標

第１の５の(1)に示した目標の達成を可能とする効率的かつ安定的な農業経営の指

標として、現に秋田県で展開している優良事例を踏まえた主な営農類型は次のとおり

である。



- 5 -

１．法人経営体（集落型）

営農類型 作目組合せ・規模
・ 経営収支等 生産方式

経営規模 作目名(作型) 規模

１ 水稲＋大豆
〔大規模土地利用型〕 主食用米 120.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ 大豆 80.0ha 粗収益 295,364千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(72、52ps)各４台
水田借地 200.0ha 経営費 177,068千円 ･田植機(8条) ４台

(内雇用費 8,211千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) ４台
＜土地利用＞ 所 得 118,297千円 ･大豆ｺﾝﾊﾞｲﾝ(1.5m) ３台
水稲 120.0ha (主たる従事者14,787千円) ･RC(80石×８基、うち
大豆 80.0ha ２基は大豆汎用型) 他
計 200.0ha ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞

･主たる従事者 ８人 構成員１人当り1,998時間
･臨時雇用の確保 992人日 臨時雇用 7,934時間

２ 水稲＋大豆
〔大規模土地利用型〕 主食用米 60.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ 大豆 40.0ha 粗収益 147,682千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(72、52ps)各２台
水田借地 100.0ha 経営費 91,768千円 ･田植機(8条) ２台

(内雇用費 4,875千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) ２台
＜土地利用＞ 所 得 55,915千円 ･大豆ｺﾝﾊﾞｲﾝ(1.5m) ２台
水稲 60.0ha (主たる従事者11,183千円) ･RC(80石×４基、うち１
大豆 40.0ha 基は大豆汎用型) 他
計 100.0ha ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞

･主たる従事者 ５人 構成員１人当り1,450時間
･臨時雇用の確保 589人日 臨時雇用 4,710時間

３ 水稲専作
〔大規模土地利用型〕 主食用米 60.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ 輸出用米 20.0ha 粗収益 154,354千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(72、52ps)各２台
水田借地 100.0ha 加工用米 20.0ha 経営費 107,645千円 ･田植機(8条) ３台

(内雇用費 7,359千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) ３台
＜土地利用＞ 所 得 46,709千円 ･RC(80石×７基) 他
水稲 100.0ha (主たる従事者 9,342千円)

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
･主たる従事者 ５人 構成員１人当り1,738時間
･臨時雇用の確保 889人日 臨時雇用 7,110時間

４ 水稲＋大豆
〔土地利用型〕 主食用米 42.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ 大豆 28.0ha 粗収益 103,378千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(52ps) ４台
水田借地 70.0ha 経営費 71,451千円 ･田植機(8条) ２台

(内雇用費 3,261千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) ２台
＜土地利用＞ 所 得 31,926千円 ･大豆ｺﾝﾊﾞｲﾝ(1.5m) ２台
水稲 42.0ha (主たる従事者 7,982千円) ･乾燥・調製施設は水稲
大豆 28.0ha 大豆汎用型 他
計 70.0ha ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞

･主たる従事者 ４人 構成員１人当り1,305時間
･臨時雇用の確保 394人日 臨時雇用 3,151時間

５ 水稲＋大豆
〔土地利用型〕 主食用米 30.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ 大豆 20.0ha 粗収益 73,841千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(52ps) ３台
水田借地 50.0ha 経営費 49,032千円 ･田植機(8条) １台

(内雇用費 1,366千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) １台
＜土地利用＞ 所 得 24,809千円 ･大豆ｺﾝﾊﾞｲﾝ(1.5m) １台
水稲 30.0ha (主たる従事者 6,202千円) ･乾燥・調製施設は水稲
大豆 20.0ha 大豆汎用型 他
計 50.0ha ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞

･主たる従事者 ４人 構成員１人当り1,165時間
･臨時雇用の確保 165人日 臨時雇用 1,320時間

※各数値は四捨五入のため、合計が計算結果と異なる場合がある
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営農類型 作目組合せ・規模
・ 経営収支等 生産方式

経営規模 作目名(作型) 規模

６ 水稲＋えだまめ
〔複合型〕 主食用米 33.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ 輸出用米 6.0ha 粗収益 100,695千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(52ps) ３台
水田借地 55.0ha 加工用米 6.0ha 経営費 76,686千円 ･田植機(8条) １台

えだまめ 10.0ha (内雇用費 6,235千円) ･田植機(6条) １台
＜土地利用＞ 所 得 24,009千円 ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) １台
水稲 45.0ha (主たる従事者 6,002千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
露地野菜 10.0ha ･脱莢機､選別機､防除機、
計 55.0ha ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ 管理機 他

･主たる従事者 ４人 構成員１人当り1,975時間
･臨時雇用の確保 753人日 臨時雇用 6,024時間

７ 水稲＋ねぎ
〔複合型〕 主食用米 33.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ 輸出用米 10.0ha 粗収益 124,305千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(52ps) ３台
水田借地 55.0ha 加工用米 8.5ha 経営費 89,536千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(37ps) １台

ねぎ 3.5ha (内雇用費 11,715千円) ･田植機(8条) １台
＜土地利用＞ 所 得 34,769千円 ･田植機(6条) １台
水稲 51.5ha (主たる従事者 8,692千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) １台
露地野菜 3.5ha ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
計 55.0ha ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ･全自動収穫機、選別機

･主たる従事者 ４人 構成員１人当り1,715時間 他
･臨時雇用の確保 1,415人日 臨時雇用 11,319時間

８ 水稲＋えだまめ
＋リンドウ 主食用米 33.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
〔複合型〕 輸出用米 6.4ha 粗収益 110,918千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(52ps) ３台
＜経営規模＞ 加工用米 5.0ha 経営費 86,660千円 ･田植機(8条) １台
水田借地 55.0ha えだまめ 10.0ha (内雇用費 11,856千円) ･田植機(6条) １台

リンドウ 0.6ha 所 得 24,258千円 ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) １台
＜土地利用＞ (主たる従事者 6,064千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
水稲 44.4ha ･脱莢機､選別機､防除機、
露地野菜 10.0ha ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ 管理機 他
露地花き 0.6ha ･主たる従事者 ４人 構成員１人当り1,908時間
計 55.0ha ･臨時雇用の確保 1,432人日 臨時雇用 11,455時間

※各数値は四捨五入のため、合計が計算結果と異なる場合がある
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２．法人経営体（一戸法人）

営農類型 作目組合せ・規模
・ 経営収支等 生産方式

経営規模 作目名(作型) 規模

１ 水稲専作
〔土地利用型〕 主食用米 30.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ 輸出用米 10.0ha 粗収益 81,374千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(72ps) ３台
水田自作地 4.0ha 加工用米 10.0ha 経営費 58,898千円 ･田植機(8条) １台
水田借地 46.0ha (内雇用費 4,986千円) ･田植機(6条) １台
計 50.0ha 所 得 22,476千円 ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) ２台

(主たる従事者10,608千円) 他
(補助的従事者 1,260千円)

＜土地利用＞ ＜農業従事の態様＞
水稲 50.0ha ･家族労働力 ３人 ＜労働時間＞

(主たる従事者) (２人) 主たる従事者 1,521時間
･臨時雇用の確保 602人日 臨時雇用 4,817時間

２ 水稲＋ねぎ
〔複合型〕 主食用米 16.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ 輸出用米 5.7ha 粗収益 51,726千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(52ps) ２台
水田自作地 4.0ha 加工用米 5.5ha 経営費 39,531千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(37ps) １台
水田借地 24.0ha ねぎ 0.8ha (内雇用費 2,703千円) ･田植機(6条) １台
計 28.0ha 所 得 12,195千円 ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) １台

(主たる従事者 9,675千円) ･全自動収穫機、選別機
＜土地利用＞ (補助的従事者 2,520千円) 等
水稲 27.2ha ＜農業従事の態様＞
露地野菜 0.8ha ･家族労働力 ３人 ＜労働時間＞
計 28.0ha (主たる従事者) (１人) 主たる従事者 1,906時間

･臨時雇用の確保 327人日 臨時雇用 2,612時間

３ 水稲＋えだまめ
＋リンドウ 主食用米 16.0ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞

〔複合型〕 加工用米 6.4ha 粗収益 60,784千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(52ps) ２台
＜経営規模＞ えだまめ 5.0ha 経営費 50,978千円 ･田植機(6条) １台
水田自作地 4.0ha リンドウ 0.6ha (内雇用費 6,707千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(6条) １台
水田借地 24.0ha 所 得 9,805千円 ･脱莢機､選別機､防除機、
計 28.0ha (主たる従事者 7,285千円) 管理機 他

(補助的従事者 2,520千円)
＜土地利用＞
水稲 22.4ha ＜農業従事の態様＞
露地野菜 5.0ha ･家族労働力 ３人 ＜労働時間＞
露地花き 0.6ha (主たる従事者) (１人) 主たる従事者 1,687時間
計 28.0ha ･臨時雇用の確保 810人日 臨時雇用 6,480時間

４ ねぎ専作
〔園芸専作型〕 ねぎ 3.5ha ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ 粗収益 43,686千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(37ps) ２台
水田自作地 3.5ha 経営費 33,938千円 ･ねぎ収穫機 ２台

(内雇用費 5,622千円) ･皮むき機 ４台
＜土地利用＞ 所 得 9,748千円 他
露地野菜 3.5ha (主たる従事者 7,228千円)

(補助的従事者 2,520千円)
＜農業従事の態様＞
･家族労働力 ３人 ＜労働時間＞
(主たる従事者) (１人) 主たる従事者 1,992時間
･臨時雇用の確保 679人日 臨時雇用 5,432時間

５ 肉用牛（肥育）
〔畜産専作型〕 肥育牛(黒毛和種) 400頭 ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ ※常時飼養頭数 粗収益 293,756千円 ･牛舎､堆肥舎､ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞｰ､
常時飼養頭数400頭 経営費 282,652千円 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 他

(内雇用費 2,217千円)
所 得 11,103千円 ＜その他＞
(主たる従事者 8,583千円) ･稲わらは購入
(補助的従事者 2,520千円)

＜農業従事の態様＞
･家族労働力 ３人 ＜労働時間＞
(主たる従事者) (１人) 主たる従事者 1,956時間
･臨時雇用の確保 268人日 臨時雇用 2,142時間

※各数値は四捨五入のため、合計が計算結果と異なる場合がある
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３．個別経営体

営農類型 作目組合せ・規模
・ 経営収支等 生産方式

経営規模 作目名(作型) 規模

１ 水稲＋大豆 ＜資本装備＞
〔土地利用型〕 主食用米 1,200ａ ＜経営収支＞ ･ﾄﾗｸﾀｰ(52ps) ２台
＜経営規模＞ 大豆 800ａ 粗収益 29,536千円 ･田植機(6条) １台
水田自作地 400ａ 経営費 21,098千円 ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
水田借地 1,600ａ (内雇用費 145千円) 他
計 2,000ａ 所 得 8,438千円

(主たる従事者 5,918千円) ＜その他＞
＜土地利用＞ (補助的従事者 2,520千円) ･大豆は収穫作業を委託
水稲 1,200ａ
大豆 800ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
計 2,000ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,366時間

･臨時雇用の確保 18人日 臨時雇用 140時間

２ 水稲専作
〔土地利用型〕 主食用米 720ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ 輸出用米 480ａ 粗収益 19,572千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) ２台
水田自作地 400ａ 経営費 12,245千円 ･田植機(6条) １台
水田借地 800ａ (内雇用費 37千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
計 1,200ａ 所 得 7,326千円 他

(主たる従事者 4,806千円)
＜土地利用＞ (補助的従事者 2,520千円)
水稲 1,200ａ

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,392時間
･臨時雇用の確保 ５人日 臨時雇用 36時間

３ 水稲＋ねぎ
〔複合型（園芸）〕 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ 加工用米 200ａ 粗収益 31,865千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32、37ps)各１台
水田自作地 400ａ ねぎ 160ａ 経営費 22,973千円 ･田植機(6条) １台
水田借地 500ａ (内雇用費 1,459千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
計 900ａ 所 得 8,891千円 ･全自動収穫機、選別機

(主たる従事者 6,371千円) 他
＜土地利用＞ (補助的従事者 2,520千円)
水稲 740ａ
露地野菜 160ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
計 900ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,950時間

･臨時雇用の確保 176人日 臨時雇用 1,410時間

４ 水稲＋トマト
＋ほうれんそう 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

〔複合型（園芸）〕 加工用米 330ａ 粗収益 27,840千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(25,32ps) 各１台
＜経営規模＞ トマト(施設) 3,000㎡ 経営費 20,192千円 ･田植機(6条) １台
水田自作地 400ａ ほうれんそう(施設) 3,000㎡ (内雇用費 640千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
水田借地 500ａ 所 得 7,648千円 ･耐雪ハウス、溶液土耕
計 900ａ (主たる従事者 5,128千円) 設備 他

(補助的従事者 2,520千円)
＜土地利用＞ ＜その他＞
水稲 870ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ･トマト後作でほうれん
施設野菜 30ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,998時間 そう（寒締栽培）
計 900ａ ･臨時雇用の確保 77人日 臨時雇用 618時間

※各数値は四捨五入のため、合計が計算結果と異なる場合がある
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営農類型 作目組合せ・規模
・ 経営収支等 生産方式

経営規模 作目名(作型) 規模

５ 水稲＋アスパラガ
ス 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

〔複合型（園芸）〕 加工用米 290ａ 粗収益 34,155千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
＜経営規模＞ アスパラガス（施設） 7,000㎡ 経営費 26,734千円 ･田植機(6条) １台
水田自作地 400ａ (内雇用費 1,759千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
水田借地 500ａ 所 得 7,421千円 防除機､管理機 他
計 900ａ (主たる従事者 4,901千円)

(補助的従事者 2,520千円) ＜その他＞
＜土地利用＞ ･アスパラガスは半促成
水稲 830ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ 栽培
施設野菜 70ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,998時間
計 900ａ ･臨時雇用の確保 224人日 臨時雇用 1,699時間

６ 水稲＋すいか
〔複合型（園芸）〕 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ 加工用米 260ａ 粗収益 24,748千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
水田自作地 400ａ すいか 100ａ 経営費 15,573千円 ･田植機(6条) １台
水田借地 500ａ (内雇用費 658千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
計 900ａ 所 得 9,175千円 ･防除機､管理機､畦立機､

(主たる従事者 6,655千円) 玉磨き機･ﾏﾙﾁｬｰ 他
＜土地利用＞ (補助的従事者 2,520千円)
水稲 800ａ ＜その他＞
露地野菜 100ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ･すいか４作型の組合せ
計 900ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,546時間

･臨時雇用の確保 80人日 臨時雇用 636時間

７ 水稲＋キク
〔複合型（園芸）〕 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ 加工用米 260ａ 粗収益 29,906千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
水田自作地 400ａ 輪ギク 60ａ 経営費 22,556千円 ･田植機(6条) １台
水田借地 500ａ 小ギク 40ａ (内雇用費 3,760千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
計 900ａ 所 得 7,350千円 ･防除機､管理機、葉取り

(主たる従事者 4,830千円) 機、結束機 他
＜土地利用＞ (補助的従事者 2,520千円)
水稲 800ａ
露地花き 100ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
計 900ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,984時間

･臨時雇用の確保 454人日 臨時雇用 3,633時間

８ 水稲＋トルコギ
キョウ 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

〔複合型（園芸）〕 加工用米 310ａ 粗収益 35,951千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
＜経営規模＞ トルコギキョウ 5,000㎡ 経営費 27,602千円 ･田植機(6条) １台
水田自作地 400ａ (施設） (内雇用費 2,338千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
水田借地 500ａ 所 得 8,349千円 ･耐雪型ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ(330㎡)
計 900ａ (主たる従事者 5,829千円) ､防除機､管理機 他

(補助的従事者 2,520千円)
＜土地利用＞ ＜その他＞
水稲 850ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ･トルコギキョウ２作型
施設野菜 50ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,698時間 の組合せ
計 900ａ ･臨時雇用の確保 282人日 臨時雇用 2,259時間

※各数値は四捨五入のため、合計が計算結果と異なる場合がある
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営農類型 作目組合せ・規模
・ 経営収支等 生産方式

経営規模 作目名(作型) 規模

９ 水稲＋リンドウ
〔複合型（園芸）〕 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ 加工用米 300ａ 粗収益 24,076千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
水田自作地 400ａ リンドウ 60ａ 経営費 16,593千円 ･田植機(6条) １台
水田借地 500ａ (内雇用費 1,488千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
計 900ａ 所 得 7,483千円 ･防除機､管理機、葉取り

(主たる従事者 4,963千円) 機、結束機 他
＜土地利用＞ (補助的従事者 2,520千円)
水稲 840ａ
露地花き 60ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
計 900ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,966時間

･臨時雇用の確保 180人日 臨時雇用 1,438時間

10 水稲＋ダリア
〔複合型（園芸）〕 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ 加工用米 320ａ 粗収益 30,472千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
水田自作地 400ａ ダリア 20ａ 経営費 23,101千円 ･田植機(6条) １台
水田借地 500ａ ダリア（施設） 2,000㎡ (内雇用費 1,870千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
計 900ａ 所 得 7,371千円 ･耐雪型ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ(330㎡)

(主たる従事者 4,851千円) ､防除機､管理機 他
(補助的従事者 2,520千円)

＜土地利用＞
水稲 860ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
露地花き 20ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,998時間 ･ダリア露地栽培と施設
施設花き 20ａ ･臨時雇用の確保 226人日 臨時雇用 1,807時間 栽培２作型の組合せ
計 900ａ

11 水稲＋りんご
〔複合型（園芸）〕 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ 加工用米 110ａ 粗収益 37,135千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
水田自作地 400ａ りんご 250ａ 経営費 28,120千円 ･田植機(6条) １台
水田借地 500ａ (内雇用費 3,244千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
計 900ａ 所 得 9,015千円 ･ﾓｱｰ､園内運搬車､高所作

(主たる従事者 6,495千円) 業車､ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚｰﾔｰ 他
＜土地利用＞ (補助的従事者 2,520千円)
水稲 650ａ ＜その他＞
果樹 250ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ･りんごわい化率４割
計 900ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,983時間

･臨時雇用の確保 392人日 臨時雇用 3,135時間

12 水稲＋りんご
＋なし 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

〔複合型（園芸）〕 加工用米 110ａ 粗収益 37,887千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
＜経営規模＞ りんご 210ａ 経営費 27,452千円 ･田植機(6条) １台
水田自作地 400ａ 日本なし 40ａ (内雇用費 2,988千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
水田借地 500ａ 所 得 10,435千円 ･ﾓｱｰ､園内運搬車､高所作
計 900ａ (主たる従事者 7,915千円) 業車､ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚｰﾔｰ 他

(補助的従事者 2,520千円)
＜土地利用＞ ＜その他＞
水稲 650ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ･りんごわい化率４割
果樹 250ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,970時間
計 900ａ ･臨時雇用の確保 361人日 臨時雇用 2,887時間

※各数値は四捨五入のため、合計が計算結果と異なる場合がある
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営農類型 作目組合せ・規模
・ 経営収支等 生産方式

経営規模 作目名(作型) 規模

13 水稲＋りんご
＋もも 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

〔複合型（園芸）〕 加工用米 110ａ 粗収益 36,968千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
＜経営規模＞ りんご 210ａ 経営費 27,415千円 ･田植機(6条) １台
水田自作地 400ａ もも 40ａ (内雇用費 2,862千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
水田借地 500ａ 所 得 9,553千円 ･ﾓｱｰ､園内運搬車､高所作
計 900ａ (主たる従事者 7,033千円) 業車､ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚｰﾔｰ､重

(補助的従事者 2,520千円) 量選果機 他
＜土地利用＞
水稲 650ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ＜その他＞
果樹 250ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,985時間 ･りんごわい化率４割
計 900ａ ･臨時雇用の確保 346人日 臨時雇用 2,765時間

14 水稲＋ぶどう
＋りんご 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

〔複合型（園芸）〕 加工用米 170ａ 粗収益 35,476千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
＜経営規模＞ ぶどう 120ａ 経営費 27,013千円 ･田植機(6条) １台
水田自作地 400ａ りんご 70ａ (内雇用費 2,327千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
水田借地 500ａ 所 得 8,463千円 ･ﾓｱｰ､園内運搬車､高所作
計 900ａ (主たる従事者 5,943千円) 業車､ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚｰﾔｰ 他

(補助的従事者 2,520千円)
＜土地利用＞ ＜その他＞
水稲 710ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ ･りんごわい化率４割
果樹 190ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,938時間
計 900ａ ･臨時雇用の確保 281人日 臨時雇用 2,248時間

15 水稲＋菌床しいた
け 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

〔複合型（園芸）〕 加工用米 340ａ 粗収益 48,543千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
＜経営規模＞ 菌床しいたけ 40,000袋 経営費 40,936千円 ･田植機(6条) １台
水田自作地 400ａ (内雇用費 1,422千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
水田借地 500ａ 所 得 7,607千円 ･発生舎､抑制舎 他
計 900ａ (主たる従事者 5,087千円)

(補助的従事者 2,520千円) ＜その他＞
＜土地利用＞ ･菌床しいたけ周年栽培
水稲 880ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
施設用地 20ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,992時間
計 900ａ ･臨時雇用の確保 172人日 臨時雇用 1,374時間

16 水稲＋肉用牛（繁
殖） 主食用米 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

〔複合型（畜産）〕 加工用米 340ａ 粗収益 38,161千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
＜経営規模＞ 肉用牛（繁殖） 50頭 経営費 30,680千円 ･田植機(6条) １台
水田自作地 400ａ (内雇用費 873千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
水田借地 500ａ 所 得 7,481千円 ･牛舎､堆肥舎､ﾌﾛﾝﾄﾛｰﾀﾞｰ
計 900ａ (主たる従事者 4,961千円) 、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 他

(補助的従事者 2,520千円)
＜土地利用＞
水稲 880ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
施設用地 20ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,988時間
計 900ａ ･臨時雇用の確保 105人日 臨時雇用 843時間

※各数値は四捨五入のため、合計が計算結果と異なる場合がある
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営農類型 作目組合せ・規模
・ 経営収支等 生産方式

経営規模 作目名(作型) 規模

17 水稲＋比内地鶏
〔複合型（畜産）〕 水稲 540ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ 加工用米 340ａ 粗収益 43,909千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(32ps) １台
水田自作地 400ａ 比内地鶏 12,000羽 経営費 36,297千円 ･田植機(6条) １台
水田借地 500ａ (内雇用費 942千円) ･ｺﾝﾊﾞｲﾝ(4条) １台
計 900ａ 所 得 7,612千円 ･ﾊｲﾌﾟﾊｳｽ鶏舎 他

(主たる従事者 5,092千円)
＜土地利用＞ (補助的従事者 2,520千円) ＜その他＞
水稲 880ａ ･比内地鶏は
施設用地 20ａ ＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞ 6,000羽×2回転
計 900ａ ･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,950時間

･臨時雇用の確保 114人日 臨時雇用 910時間

18 ねぎ＋えだまめ
〔園芸専作型〕 ねぎ 160a ＜経営収支＞ ＜法人所有資本装備＞
＜経営規模＞ そらまめ 40a 粗収益 22,603千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(37ps) １台
水田自作地 200ａ 経営費 15,274千円 ･ねぎ収穫機 １台

(内雇用費 673千円) ･皮むき機 １台
所 得 7,329千円 他

＜土地利用＞ (主たる従事者 4,809千円)
露地野菜 200ａ (補助的従事者 2,520千円)

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,986時間
･臨時雇用の確保 81人日 臨時雇用 650時間

19 トルコギキョウ＋
ハボタン トルコギキョウ 60a ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

〔園芸専作型〕 (施設） 粗収益 32,453千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(25ps) １台
＜経営規模＞ ハボタン(施設） 30a 経営費 25,115千円 ･ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ(330㎡) 18棟
水田自作地 60ａ (内雇用費 2,823千円) 他

所 得 7,338千円
(主たる従事者 4,818千円) ＜その他＞

＜土地利用＞ (補助的従事者 2,520千円) ･トルコギキョウ後作で
施設花き 60ａ ハボタン

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,997時間
･臨時雇用の確保 341人日 臨時雇用 2,728時間

20 ぶどう＋りんご
〔園芸専作型〕 ぶどう 120ａ ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ りんご 80ａ 粗収益 24,881千円 ･乗用型ﾓｱｰ､園内運搬車､
水田自作地 200ａ 経営費 17,297千円 高所作業車､ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚ

(内雇用費 1,902千円) ｰﾔｰ 他
所 得 7,584千円

＜土地利用＞ (主たる従事者 5,064千円) ＜その他＞
果樹 200ａ (補助的従事者 2,520千円) ･りんごわい化率４割

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,996時間
･臨時雇用の確保 230人日 臨時雇用 1,838時間

※各数値は四捨五入のため、合計が計算結果と異なる場合がある
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営農類型 作目組合せ・規模
・ 経営収支等 生産方式

経営規模 作目名(作型) 規模

21 肉用牛（一貫）
〔畜産専作型〕 繁殖牛 90頭 ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ 肥育牛 120頭 粗収益 86,851千円 ･牛舎､堆肥舎､ﾌﾛﾝﾄﾛｰﾀﾞ
常時飼養頭数 210頭 ※常時飼養頭数 経営費 78,097千円 ｰ､ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 他

(内雇用費 1,912千円)
所 得 8,754千円
(主たる従事者 6,234千円)
(補助的従事者 2,520千円)

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,992時間
･臨時雇用の確保 231人日 臨時雇用 1,848時間

22 酪農
〔畜産専作型〕 乳用牛 60頭 ＜経営収支＞ ＜資本装備＞
＜経営規模＞ ※常時飼養経産牛頭 粗収益 72,674千円 ･牛舎､堆肥舎､尿溜､ｺﾝﾌﾟ
常時飼養頭数 60頭 数 経営費 64,936千円 ﾘｰﾄﾌｨｰﾀﾞｰ､ﾌﾛﾝﾄﾛｰﾀﾞｰ､

(内雇用費 1,716千円) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ､ﾊﾞｰﾝｸﾘｰﾅｰ､
所 得 7,738千円 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾐﾙｶｰ､ﾊﾞﾙｸｸｰﾗｰ
(主たる従事者 5,218千円) 他
(補助的従事者 2,520千円)

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
･家族労働力 ３人 主たる従事者 1,992時間
･臨時雇用の確保 207人日 臨時雇用 1,658時間

※各数値は四捨五入のため、合計が計算結果と異なる場合がある
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４．新規就農者

営農類型 作目組合せ・規模
・ 経営収支等 生産方式

経営規模 作目名(作型) 規模

１ ねぎ専作
ねぎ 150a ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

＜経営規模＞ 粗収益 18,630千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(37ps) １台
水田借地 150ａ 経営費 13,918千円 ･ねぎ収穫機 １台

(内雇用費 1,226千円) ･皮むき機 ２台
＜土地利用＞ 所 得 4,712千円 他
露地野菜 150ａ (主たる従事者 3,452千円)

(補助的従事者 1,260千円)

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
･家族労働力 ２人 主たる従事者 1,950時間
･臨時雇用の確保 148人日 臨時雇用 1,185時間

２ すいか＋きゃべつ
すいか 100a ＜経営収支＞ ＜資本装備＞

＜経営規模＞ きゃべつ 30a 粗収益 13,006千円 ･ﾄﾗｸﾀｰ(29ps) １台
水田借地 130ａ 経営費 8,703千円 ･防除機､管理機､畦立機､

(内雇用費 214千円) 玉磨き機･ﾏﾙﾁｬｰ、半自
所 得 4,303千円 動移植機 他

＜土地利用＞ (主たる従事者 3,043千円)
露地野菜 130ａ (補助的従事者 1,260千円)

＜農業従事の態様＞ ＜労働時間＞
･家族労働力 ２人 主たる従事者 1,122時間
･臨時雇用の確保 26人日 臨時雇用 207時間

※各数値は四捨五入のため、合計が計算結果と異なる場合がある
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第３ 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標

第１の５の(2)に示した目標の達成に向けて、新たに農業経営を営もうとする青年

等の主な営農類型は第２の４．個別経営体（新規就農者）に示したものとする。

第４ 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事

項

１ 農業を担う者の確保及び育成の考え方本県の基幹産業として農業が持続的に発展し

ていくため、第１の５に掲げる施策に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を展開す

る農業経営体や新たに農業経営を営もうとする青年等を重点的に支援するとともに、

マルチワークの一つとして就農を選択する者など、多様な形で農業に関わる者につい

ても、地域農業の活性化や地域社会の維持の面で重要な役割を果たすことが期待され

ることから、相談対応や情報提供、研修の実施等のサポートを行う。

２ 農業を担う者を確保・育成する体制の整備

第１の５に示した目標を達成するため、県は秋田県農業経営・就農支援センター（以

下、｢支援センター｣という。）を設置し、県の委託により事務局を公益社団法人秋田

県農業公社（以下、「農業公社」という。）が担うものとする。

支援センターの事務局を委託された農業公社には経営支援及び就農支援において専

門的な知識を有する人員を配置し、就農及び経営相談にワンストップで対応し、支援

する。また、地域振興局農林部にセンターのサテライト機能を備えた経営・就農相談

窓口を整備し、担い手の育成確保、就農支援など、経営・就農に関するきめ細かな支

援を伴走的に行うことにより、効率的かつ安定的な農業経営体の支援及び新規就農者

の確保・育成など、農業を担う者を幅広く支援する。

３ 県が主体的に行う取組

県は、農業を担う者を幅広く確保・育成するため、支援センターによる支援に加え、

農業経営に即したきめ細かなサポートを次により行う。

・ 新規就農や雇用就農、移住就農に関する情報提供、関係機関・団体との一体的

な支援

・ 経営改善等に係る研修会、セミナー等の実施

・ 地域計画に位置づけられた者の指導助言

・ その他、農業を担う者を幅広く確保するための活動

４ 関係機関との連携

農業公社は、農地中間管理機構の機能を備えていることから、市町村や市町村農

業委員会等とも連携を密にし、担い手の規模拡大や新規就農者の農地取得が円滑に

進むように支援する。一般社団法人秋田県農業会議（以下、「農業会議」という）、

秋田県農業協同組合中央会（以下、「中央会」という。）及び秋田県土地改良事業

団体連合会（以下、「土地連」という。）は、支援センターと連携して就農及び経

営の支援を行う。

市町村、市町村農業委員会、土地改良区は、農業を担う者の生活や生産基盤など

の側面からのサポートや、安定した経営を目指した相談対応を行う。

農業協同組合は、作目ごとの営農技術等の指導、経営の移譲を希望する農業者の

情報収集及び関係機関への提供を行うとともに、必要に応じて農業用機械の貸与、

農作業の委託のあっせんなど必要なサポートを行う。
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第５ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標及

び農用地の面的な集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する

目標

第２に掲げるこれらの効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用

に関する目標を将来の地域における農用地の利用に占めるシェアの目標として示す

と、おおむね次に掲げる程度である。

○ 効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積シェアの目標

地 域 効率的かつ安定的な農業経営が地域の 備 考

農用地の利用に占める面積のシェアの目標

県全域 ８０％

注）１ 「効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占めるシェアの目標」

は、個別経営体、組織経営体の地域における農用地利用面積のシェアの目標であ

る。

２ 目標年次は、令和12年度とする。

○ 農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

県内において定められる地域計画の実現に向けて、農地中間管理機構を軸として農

用地の利用調整に取り組み、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の

集約化を図る。特に、農地中間管理機構関連農地整備事業等の基盤整備事業を契機と

した集約化を積極的に促進する。

第６ 効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な事項

１ 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

第２で示すような営農類型ごとの効率的かつ安定的な経営の育成と、第５で示すこ

れらの経営が地域の農用地利用に占める面積のシェアの目標及び農用地の効率的かつ

安定的な利用に関する目標の達成を図るためには、県全域では11,000haの農地流動化

が必要であり、従来にも増して積極的な取り組みが必要である。

このため、県は農林水産部関係各課、関係試験研究機関、地域振興局農林部、支援

センター等による県内の指導体制を強化するとともに、農業会議、中央会、農業公社、

土地連、株式会社日本政策金融公庫との間で相互に十分な連携を図り、農地中間管理

事業等を柱として、農業経営基盤の強化の促進のための措置を講ずる。

また、「あきた農林水産ビジョン」に基づき、このような農業経営基盤の強化の促

進のための措置を集中的かつ重点的に実施し、これらの措置が効率的かつ安定的な農

業経営の育成に効率的に結びつくよう、農業経営の改善を計画的に進めようとする農

業者に対する農用地の利用集積その他の農業経営基盤の強化を促進するための支援措

置を集中化する農業経営改善計画認定制度の普及を図る。

なお、農業経営基盤強化促進法第12条第１項の規定による農業経営改善計画の認定
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を受けた農業者（以下「認定農業者」という。）のうち、農業経営改善計画の期間を

了する者に対しては、その経営の更なる向上に資するため、当該計画の実践結果の点

検と新たな計画の作成の指導等を重点的に行う。

(1) 農地中間管理事業等については、県下各地域の特性に即した営農類型における

効率的かつ安定的な経営の育成と地域全体の農業の発展が図られるよう適切な運

用を図り、効率的かつ安定的な経営への農用地利用の集積を農作業受委託をも含

めた形で推進する。

この場合、賃借料、農作業受託料の適正化を図り、望ましい経営の発展に資す

るよう努める。

大規模な個別経営体の育成を中心に進める地域においては、農地中間管理事業

による利用権設定等を中心に農地流動化を推進し、個別経営体の経営規模の拡大

を図る。

また、ほ場が未整備であることや担い手不足から土地利用型農業を主体とする

個別経営体の育成が困難な地域においては、生産組織の育成等を図りつつ、農作

業受託を中心に効率的な作業単位の形成を図るとともに、個別経営体については

複合化を通じた経営発展を図る。

(2) 農用地利用改善事業については、農用地利用改善団体による地域の合意形成を

通じ、効率的かつ安定的な経営の農用地利用の集積を進めるため、市町村が定め

る地域計画との整合性を図りつつ、地区内農用地の受け手となる組織経営体の特

定農業法人又は特定農業団体としての位置付けを推進する。

(3) また、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業、農地中間管理事業の実

施を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の確保及び育

成を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業につい

ては、各地域の特性を踏まえて、その地域に適した事業を主体とした重点的、効

果的実施を図る。

(4) 地域振興局農林部等の県内の指導機関においては、地域農業再生協議会、市町

村、農業委員会、農業協同組合等地域の関係機関・団体との連携を進め、地域に

おける指導機能の強化と総合化を図る。

特に、将来に向けた地域農業の担い手として、基幹的農業従事者や新規就農者

に加え、半農半Ｘ等の農業生産を支える多様な人材の明確化を図りながら、集落

段階における農業者の徹底した話合いや、自主的かつ計画的に経営改善を進めよ

うとする農業者の農業経営改善計画の作成に関し適切な指導を行うとともに、そ

の達成のために必要な生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の

改善のための研修を実施する。

さらに、経営の指導を担当する者の養成、農地所有適格法人の設立・運営に向

けた指導強化等を図る。

(5) ほ場の大区画化を進めるため、「農地中間管理機構関連農地整備事業」等の基

盤整備事業の積極的な導入を図る。

また、集団化した農用地の利用条件の形成を図るため、農地中間管理機構を積

極的に活用し、集落段階での土地利用調整を促進する。
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さらに、換地を契機とした利用権の設定、農作業受委託等の総合的推進等によ

り地域の担い手への農用地の利用集積を促進する。

２ 農地中間管理機構が行う特例事業に関する事項

農地中間管理事業に関する法律第４条の規定により農地中間管理機構に指定された

農業公社は、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進す

るため、次に掲げる事業の範囲内で、農業経営基盤強化促進法第７条に規定する事業

を行う。

(1) 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事

業

(2) 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引き受けを行い、及び当該信託の

委託者に対し、当該農用地等の価格の一部に相当する金額の無利子貸付けを行う

事業

(3) 農業経営基盤強化促進法第12条第１項の認定に係る農業経営改善計画に従って

設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人に対し農地売買等事業

により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与され

る持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割

して譲渡する事業

(4) (1)に掲げる事業により買い入れた農用地等を利用して行う新たに農業経営を営

もうとする者が、農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の

事業

３ 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成に関する基本的な事項

(1) 新たに農業経営を営もうとする青年等の増加に向けた取組

ア 就農意欲の醸成に向けた取組

就農希望者に対し、本県農業の魅力を積極的に伝えていくため、様々なメディ

アを経由したＰＲ活動を行うとともに、ＷＥＢサイトやＳＮＳなどを活用し、若

者に向て積極的に情報発信する。

また、首都圏において定期的な就農相談会を開催するほか、オンライン等を活

用して、就農希望者からの相談に対応する。

イ 就農希望者に対する情報提供

就農希望者のニーズに応じた研修先や就農先の情報提供や就農相談会の開催、

栽培技術や経営ノウハウ等の農業経営に資する情報の提供を行う。

ウ 技術習得のための支援

県農業研修センターをオーナー機関として、県農業試験場、県果樹試験場、県

畜産試験場の受入機関において行う基礎的な技術習得研修を柱に技術の習得を支

援するとともに、市町村等における研修機関と連携し、新規就農者の育成を図る。

エ 県内の関係機関の役割分担

県は、支援センターを就農促進のための拠点と位置付ける。

これを踏まえ、就農に向けた情報提供及び就農相談については、支援センターが

青年等の意向に沿ったきめ細かな相談を初動的に行うほか、技術や経営ノウハウの

習得については県農業試験場等による指導を行い、就農を希望する青年等の確保に

努める。
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(2) 新たに農業経営を営もうとする青年等の定着に向けた取組

ア 就農後の営農指導等フォローアップについては、地域振興局農林部、市町村、

農業協同組合及び技術力・経営力に優れた認定農業者や指導農業士等による支援

を行うほか、農地の確保については農業委員会や農地中間管理機構など、各組織

が役割を分担しながら各種取組を進める。

イ 市町村が定める地域計画に位置付けられるよう促すとともに、国の就農準備資

金・経営開始資金や経営発展支援事業、青年等就農資金の積極的な活用、地域振

興局農林部による重点指導対象としての巡回や情報提供、当該青年等を集めての

交流機会の提供等により、さらに安定的な経営体への成長を促す機会を創出する。

(3) 新たに農業経営を営む青年等の経営発展に向けた取組

ア 青年等就農計画制度の普及

県は、新たに農業経営を営もうとする青年等が、将来、効率的かつ安定的な農

業経営者へと発展できるよう、必要な支援を集中的に措置する青年等就農計画制

度の普及を図る。

イ 認定就農者への指導及び農業経営改善計画作成への誘導

農業経営基盤強化促進法第14条の４第１項の規定による青年等就農計画の認定

を受けた青年等（以下「認定就農者」という）については、その経営の確立に資

するため、市町村・農業委員会・地域振興局農林部・農業協同組合等の関係機関

・団体が必要に応じて栽培技術指導、経営支援等のフォローアップを行うなど、

重点的に指導等を行い、当該認定就農者が引き続き農業経営改善計画を作成でき

るよう計画的に指導する。


